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はじめに 

 

府中市では、生涯学習に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを

目的として、平成３０年度に令和元年度から８年間を計画期間とする「第３次府

中市生涯学習推進計画」が策定されました。第９期府中市生涯学習審議会

（平成３１年４月～令和３年３月）では、令和元年度に教育委員会からの諮問

「第３次府中市生涯学習推進計画の具体化に向けて」を受けて、当該計画の３

つの基本施策について審議を行ってきました。 

第３次府中市生涯学習推進計画では、これまでの生涯学習分野の蓄積を

踏まえつつ、基本目標である、「みんなが学び 地域に返す 人と地域がともに

育つ 『学び返し1』 のまち府中」の実現に向け、新しい府中市の生涯学習のあ

り方を目指していくとしています。 

 今期の府中市生涯学習審議会では、市内のさまざまな施設で多様に実施さ

れている生涯学習の活動状況についてできる限りの現状把握を行いながら、３

つの基本施策（「誰もが学べる環境づくり」「誰もが活躍できる環境づくり」「生涯

学習を支える基盤の整備」）ごとに、課題は何か、それにどう対処するか、につ

いて話し合ってきました。生涯学習センターや文化センター、市民活動センター

プラッツも訪問し、施設の運営に関わる職員やボランティアの方々からの聴き

取りも行いました。 

そうした中で、府中市でも少子高齢化や地域コミュニティの弱体化等の問題

が顕在化しつつあり、個々人や地域が抱えるさまざまな「困りごと」や「課題」の

解決に対しても、生涯学習が何らかの役割を果たせる、果たすべきではないか、

ということが明らかになってきました。 

 こうした問題意識を持ち、府中市独自の考え方である「学び返し」を通じて、

生涯学習の新しい展開を図るため、以下を答申として取りまとめました。この

提言がこれからの府中市の施策の手助けとなることを期待します。 

 

 

 

                                                      

1 学び返しとは、自ら学んだことや身につけた知識・技能など「学び」の成果を地域や他の方に対し還

元しようという意味合いを持たせる府中市独自の考え方です。 
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基本施策１ 誰もが学べる環境づくり 

【重点施策】新たな参加を促すための学習環境づくり 

答申のポイントとなる提言 

 生涯学習の拠点である生涯学習センターにおいて、継続的な講座やサー

ビスの評価・見直しを通じて学習環境の整備・維持と良質な生涯学習の探

求を進めていきます。 

 

 さらなる「共助」の推進のため、市民のコミュニティスキル1（合意形成技能

等）の向上を図ります。 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、生涯学習の場においても、「３密
2」を避けながら、いかにして豊かな学びを生み出していけるかが課題とな

りました。この経験を活かし、デジタル技術も活用して、これまで参加しにく

かった人たちが参加できる、生涯学習の手法を検討していく必要がありま

す。 

  

１ 「学びの場」の持続的見直し 

「誰もが学べる環境づくり」に向け、新たな参加を促すために、常日頃からの

問題の発見及び評価と改善の PDCA サイクル3を強化することが必要です。府

中市において、学習機会を提供している施設は数多くありますが、まずは生涯

学習の拠点である府中市生涯学習センターで行われている学習活動の状況を

分析することから始めることを提案します。分析の結果、例えば、多様な人たち

が参加しやすい枠組（時間帯や開催場所）の検討や、新たな学習ニーズの掘

り起こし等、具体的に活動を変化させ、学習の場の機能改善を図ることが期待

できます。 

                                                      

1 コミュニティスキルとは地域力を醸成するのに必要な双方向のコミュニケーションや合意形成技

能、多様な関係者との協働や世代を超えて繋がるスキル（ICTの利活用含む）等をいいます。 

2 ３密とは、密集、密接、密閉のことです。 

3 PDCAサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）を繰り返すことによ

って、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のことです。 
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２ さらなる「共助」の推進のため、コミュニティスキルの向上を図る講座の実

施 

個々人が抱える課題の多様化や、地域で取り組む問題の深刻化に伴い、こ

れまで以上に「共助」の考えが大切になってきています。地域に住む人々が協

働して活動をしていくときに、各地域内の「学び」の活動を活性化させることが

効果的ではないかと考えます。地域の困りごとや個々人の抱える課題につい

て、地域住民が学び合うことは、意見交換や経験交流を通じて新しい考えや活

動を生み出すことに繋がります。 

地域での課題解決型の新しい学びの場として、府中市民のコミュニティスキ

ルをはぐくみ育てる学習活動を行うことを提案します。例えば、現在実施されて

いる生涯学習ファシリテーター養成講座の学習内容に、コミュニティスキルに

関わる項目や演習を組み入れることが考えられます。また、地域力の醸成に

つながる講座を広く市民向けに開設することも考えられるでしょう。このようにし

てコミュニティスキルを獲得した人達が、自身の圏域の文化センターを「場」とし

て活用し、その中で実践を行うことで、市民相互が結ばれる「学び」と「返し」の

好循環を形成できることにつながることが期待できます。 

 

３ 社会の変化に対応した生涯学習の手法の検討 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、生涯学習の場においても、「３密」

を避けながら、いかにして豊かな学びを生み出していけるかが課題となりまし

た。会場に集まっての対面型に限らず、オンラインの活用や併用を進めること

は、感染症拡大予防のためだけでなく、これまで参加しにくかった人たちも含め、

より多様な人たちの参加を促すことにつながると考えられます。こうした新たな

生涯学習の手法の検討についても、生涯学習ファシリテーターや、生涯学習ボ

ランティア等と協働して進めていけると考えます。なおその場合、情報格差（デ

ジタルディバイド）の問題にも充分配慮し、インフラの整備等にも着手すること

が必要です。 

 

  



4 

 

基本施策２ 誰もが活躍できる環境づくり 

【重点施策】生涯学習と地域還元をつなげる事業の実施 

答申のポイントとなる提言 

 少子高齢化や地域コミュニティの弱体化等によってさまざまな課題が生

じているなかで、府中市の目指す「学び返し」は、個々人の暮らしや人生

を豊かにするだけでなく、「地域に住む多様な市民が、学びあいを通じて、

新しい考え方や、やり方を発見し、課題解決に向けて協働していく」とい

う新しい展開を深めていく必要があります。 

 「学び返し」の新たな展開を進めるため、多様な市民による実行委員会

等の設置を提案します。例えば、生涯学習ファシリテーターや地縁組織、

NPO 関係者や公募市民らにより、「学び返し」に新しい価値をつけ加え

ていける講座の新規企画を行います。 

 府中市においてより地域に密着した「学び返し」の拠点となり得る文化セ

ンター内にモデルケースとして、地域の住民が気軽に立ち寄って対話し、

地域の困りごと解決の相談ができる、開かれた場を設ける必要がありま

す。 

 

１ 「学び返し」の新たな展開の必要性 

府中市の目指す「学び返し」は「市民一人ひとりが持っている力を、社会に還

元していくこと」と定義されています（平成１７年第１期生涯学習審議会提言）。

少子高齢化や地域コミュニティの弱体化等によって多様な課題に直面している

今日、国も「自助」や「共助」の大切さを強調し、様々な現場で「協働」による課

題解決が必要とされています。「学び返し」における「社会への還元」も、個々

人の人生や生活を豊かにするだけでなく、「学び」を通じて得た知識や技術、そ

して学びの場で育まれる人と人の繋がりを活かして、地域の困りごとや課題の

解決に向けて協働していくことが求められていると考えます。そのためには、

「学び返し」の価値を多面的にとらえて、市民の「学び返し」活動への参加意欲

を高めることが必要になります。そこで、府中市の目指す「学び返し」の新たな

展開として、「地域に住む多様な市民が、学びあいを通じて、新しい考え方や
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やり方を発見し、課題解決に向けて協働していく」という方向性を提案します。

このプロセスで得られた共感や喜び、充実感が、生涯学習の新しい価値を生

み出すと考えます。 

 

２ 「学び返し」の新たな展開を進める実行委員会等の設置 

「学び返し」の新たな展開に向けて、実行委員会のような作業グループを生

涯学習センターに設置することを提案します。生涯学習センターは府中市にお

ける生涯学習の中心的拠点であるとともに、平成２２年度から市内を中心に講

師を発掘し、講座を開催することで地域の「学びたい人」と「教えたい人」をつな

ぐ役割（「創りたい人」）を担う生涯学習ファシリテーター養成講座を実施してい

ます。「学び返し」の新たな展開に向けた実行委員会等には、例えば、生涯学

習ファシリテーターの有志の方々に加え、自治会・町内会等の地縁組織、地域

の課題解決に取り組む NPOの関係者、関心ある公募市民等に参加していた

だくとともに、大学等との連携による専門家の参加も考えられます。もちろん市

の関連部署や機関の協力も欠かせません。具体的な活動としては、①現在行

われている生涯学習活動の中で「学び返し」の新たな展開につながる講座の

把握と分析、②コミュニティスキルの向上や、地域や社会のニーズに応え、課

題解決につながる新たな講座の企画実施の２つを提案します。 

 

３ 文化センターの「場」としての活用 

地域課題の解決に向けては、その地域で何らかの形でイニシアチブをとる

地域人材の発掘や育成が欠かせません。幅広い地域人材の継続的な活躍を

生み出すためには、地域の人たちが気軽に集い、互いを知り合い、ともに動き

出すきっかけとなるような、「場」を提供することが必要です。いまの府中市で

は、各文化センターがその「場」を提供し得る施設ですが、残念ながら地域の

住民が気軽に立ち寄って対話できるような仕組みにあまりなっていません。文

化センターで中心的に活動するコミュニティ協議会とも連携しながら、曜日や時

間限定で構わないので、地域の人たちが気軽に集える開かれた場を文化セン

ター内に設けることを提案します。オンラインの活用も考えられます。地域活動

の拠点としての文化センターのさらなる活性化とともに、文化センターの役割を

サポートすることにもつながるのではないかと考えます。 
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基本施策３ 生涯学習を支える基盤の整備 

【重点施策】生涯学習の広報の強化 

答申のポイントとなる提言 

 アナログメディアにデジタルメディアを加えた形で、様々な媒体を活用し、

情報共有を推進します。具体的には、ネットメディアの積極的な活用や、デ

ータとデジタル技術を活用し、広報事業を強化します。 

 

 動画配信サービスや SNS を積極的に活用します。生涯学習センターで実

施されている講座の紹介動画を関係各所と連携して制作し、そうした活動

を「学び返し」活動の一つとして、さらに推進していきます。 

 

１ 広報活動の多様化の推進 

幅広い世代の「学び」や「学び返し」を希望する人たちに情報が伝わるよう、

そして、情報の受け手の手間が最小限となるような広報が必要です。アナログ

メディアにデジタルメディアを加え、様々な媒体を活用した広報が求められます。

とくにデータやデジタル技術を積極的に活用し、講座の録画配信などを行うこ

とで、「学び返し」を促す施策にも応用することができるのではないでしょうか。

また、情報の受け手にとっても、デジタル技術やマルチメディアの利用は、不可

欠になりつつあります。例えば、デジタル知識や操作技能の講座を設けて、十

分な配慮を含めて積極的に身に付けてもらう取り組みも必要です。今後は、生

涯学習に参加する人たちが、アナログ・デジタルの区分なく、学びにつながる

様々な情報を入手することができるよう、支援していくことが今後より一層大切

になってきます。 

  

２ 具体的な広報活動の実施 

今後は、YouTubeなどの動画配信サービスや、SNSの積極的な活用が今後

は求められてくるのではないでしょうか。例えば、生涯学習センターで実施され

る講座の紹介動画を作成することなどが考えられます。こうしたメディアの積極

的な活用を通じ、より充実した情報の提供が可能となります。なお、紹介動画

などのコンテンツ作成は、メディアの利活用を学ぶ学習団体や、市のメディア
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発信を担う課などの各関係各所と連携を通じて制作することも検討すべきでし

ょう。こうしたコンテンツ制作自体を講座化することは、「学び返し」の好例として

捉えることもできます。基本施策１や基本施策２の取り組みとも連動させること

も重要です。 
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おわりに 

 

今期の府中市生涯学習審議会では、府中市独自の考え方である「学び返し」

を軸として、市民の学習環境の向上とその学習成果の適切な還元の方法につ

いて議論してきました。前者では、幅広く市民の学習需要に応える工夫を審議

し、後者では、生涯にわたり行われる学びが、いかに人材育成や地域の課題

等の解決に寄与していけるかについて話し合いました。 

そうした中で、時間の関係もあり議論が尽くせず答申本文に文言は入れら

れませんでしたが、いくつか重要な論点も出されました。例えば生涯学習ファシ

リテーターの役割をさらに明確化することや、広報活動における伝え方の工夫、

コミュニティスキルと既に行われている地域活動との関連性、「学び返し」にお

ける文化センターの役割、ハンディキャップを持っている方への配慮、他市の

生涯学習情報システムの調査等です。これらは、今後の府中市の生涯学習に

関わり検討を要する論点だと考えられます。 

また、今期の府中市生涯学習審議会では、３つの基本施策それぞれについ

て、具体的な対応や活動を要する提言を行いました。今後は、これらをどう具

体化していくかが重要となります。当審議会の委員は今後も一市民として、或

いは生涯学習に関わる諸団体の構成員として、それぞれの場で提言の実現に

協力したいと考えていますが、それとともに、次期の審議会においても、今期

の提言の具体化についてフォローアップをしていただければと願っております。 

時代の変化に伴い生涯学習も進化していくことが必要ですが、「学ぶこと」「学

びあうこと」「学び直すこと」の楽しさとその意義は変わることはありません。本

答申が、今後の府中市の生涯学習のさらなる発展につながることを期待しま

す。 
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乙 津 俊 博 

木 内 直 美 

◎佐 野    洋 
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基本施策２ 

大 谷 久 知 
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友 田 照 子 
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生涯学習審議会審議経過 
 
 平成３１年４月から令和３年３月にかけて、諮問（第３次府中市生涯学習推進

計画の具体化に向けて）を受け、以下のとおり協議を行った。 

№ 開 催 日 程 主 な 内 容 

１ 第１回全体会  平成３１年４月２６日(金) 委嘱・諮問伝達等 

２ 第２回全体会  令和元年６月２８日(金) 
第３次府中市生涯学習推進計画の
現状と課題把握等 

３ 第１回小委員会② 令和元年７月２２日(月) 基本施策２について審議 

４ 第１回小委員会① 令和元年７月２５日(水) 基本施策１及び３について審議 

５ 第２回小委員会② 令和元年９月３０日(月) 基本施策２について審議 

６ 第２回小委員会① 令和元年１０月４日(金) 基本施策１及び３について審議 

７ 第３回全体会  令和元年１１月２２日(金) 各小委員会の報告及び審議 

８ 第３回小委員会② 令和２年１月２０日(月) 基本施策２について審議 

９ 第３回小委員会① 令和２年１月２３日(木) 基本施策１及び３について審議 

10 第４回全体会  令和２年３月２６日(木) 小委員会について報告及び審議 

11 第５回全体会  令和２年７月１７日(金) 諮問事項について審議 

12 第６回全体会  令和２年９月３０日(水) 諮問事項について審議 

13 第７回全体会  令和２年１０月３０日(金) 諮問事項について審議 

14 第８回全体会  令和２年１１月２７日(金) 諮問事項について審議 

15 第９回全体会  令和２年１２月２３日(水) 諮問事項について審議 

16 第 10 回全体会  令和３年１月２８日(木) 「答申（案）」の検討 

17 第 11 回全体会  令和３年２月１９日(金) 「答申（案）」の検討 

18 第 12 回全体会  令和３年３月２２日(月) 「答申」の作成 

 

参考資料２ 


